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＜お問い合わせ先＞

大 阪 市 学 校 用 品 株 式 会 社 大阪市東成区神路3-4-13

（受付時間：平日9：00～17：30）

東京海上日動火災保険株式会社 担当課：関西公務金融部 大阪公務課 大阪市中央区高麗橋３丁目５番１２号
TEL.06-6203-0518

ＴＥＬ.0120-720-110＜事故時の連絡先＞ （受付時間：24時間365日）保険会社 ： 事故受付センター 東京海上日動安心110番

この保険は、大阪学校生活協同組合を契約者とし、団体の構成員等を保険の対象となる方とする団体契約です。保険証券を請求する権利、保険契約を解約する権利等は原則と
して大阪学校生活協同組合が有します。
＜ご注意＞
現在ご加入の方につきましては、表紙記載の募集期間終了までにご加入者の方からの特段のお申出または保険会社からの連絡がない限り、当団体は、今年度の募集パンフ
レット等に記載の補償内容・保険料等にて、保険会社に保険契約を申し込みます。

1年更新型お手続きについて

（受付時間：平日9：00～17：00）

2022年9月作成　22-T02817募資2009-KL08-H0126

団体割引15％を適用！
お手頃な保険料から、さまざまな補償ライン
ナップをそろえています。
お客様のスタイルに合わせて選択が可能です。

（傷害・医療・がん・賠償責任・ゴルフ 等）

本人のご加入で配偶者、
お子様等ご家族も補償可能！
自分と家族を守れる保険です。

新規加入、補償の見直しの
お手続きが簡単！
お持ちのスマートフォンや
PCからお手続きが可能です。

申込締切 保険期間 保険料払込 加入方法

2022年
11月15日（火）
※中途加入の場合は毎月15日
　（翌月1日午前0時より補償開始）

2023年
1月1日午後4時から
2024年
1月1日午後4時まで

給与より毎月引き去り
（1月17日より引き去り開始）

※２か月続けて引去不能が発生
した場合等には、そのご加入
者の残りの保険料を一括して
払込みいただくことがありま
すので、あらかじめご了承く
ださい。

「重要事項説明書」「ご加入内容確認事項（意向確認
事項）」を必ずご確認ください。 
ネット募集システム「e-CHOICE」
の「お手続きサイト」にてアクセス
してください。
前年同等プランで更新をご希望
される方については特段の手続
きは不要です。 

安心①
新型コロナウイルス感染症対策も万全！
ワクチン耐性のある変異種もカバー！
新型コロナウイルス感染症を含む特定感染症危
険補償特約を傷害補償に全件付帯します。
2021年10月現在、新型コロナウイルス感染症（＊1）
は感染症法（＊2）第6条第7項第3号に規定されてい
ますので、補償対象となります。
※傷害補償にご加入のすべてのお客様が対象です。
　交通事故等限定プランを除きます。

安心②

安心④安心③

団体総合補償制度
学校生協 の

4つの安心でお守りします！！4つの安心でお守りします！！

（＊1） 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和２年１月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたも
のに限ります。）であるものに限ります。

（＊2）   感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律をいいます。
今回更新いただく内容に一部改定があります。補償内容・保険料等の主な改定点は別紙のとおりとなりますので、今年度の募集パンフレット等とあわせてご確認ください。

URL http://ezoo.jp/ds2/gakuseikyou2301
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スポーツ中にケガをした 料理中にヤケドをした 階段から落ちてケガをした

※「保険の対象となる方ご本人」お１人につき、 （１）（２）からいずれか１タイプをお選びください。

保険期間：１年間、団体割引：15％、職種級別＊1：Ａ

保険期間：１年間、団体割引：15％

自転車で転んでケガをした

ケガによる入院・通院を『１日目から』補償！
日常生活やレジャー等で起こる「急激かつ偶然な外来」の事故に
起因するケガに対応します。（日常生活全般プランのみ）

日本国内外のケガを24時間補償！
日常生活だけでなく海外・国内旅行中のケガにも対応します。

（日常生活全般プランのみ）

（１）日常生活全般プラン

家族型なら家族のケガもまとめて補償！
『家族型』なら、ご本人だけでなく、ご家族のケガも人数に関係なく、
ご本人と同額を補償します。

１日に 　　 約１２．5万人入院
　　  約３１．8万人通院

【出典】厚生労働省 平成２3年「患者調査」

ケガによる入院・通院は
こんなに起きています。

日常生活のケガへの不安にあんしんを

15％
団体契約のため

割安です
団体割引15％を適用しています

特　長

保険金額と保険料

「急激かつ偶然な外来の事故」により、保険の対象となる方が
ケガをした場合に保険金をお支払いします。
例えば… ・交通事故によるケガ ・仕事中のケガ ・家庭内でのケガ
  ・旅行中のケガ ・スポーツ中のケガ

（２）交通事故等限定プラン

（１）日常生活全般プラン

（２）交通事故等限定プラン

交通事故等＊2により、保険の対象となる方がケガをした場合に
保険金をお支払いします。

［特定感染症危険補償特約］
特定感染症＊1を発病した場合に、後遺障害・入院・通院の各保険金をお支払いします。
＊1　特定感染症の定義については、「補償の概要等」をご確認ください。

＊2　交通事故等の定義については、後記「補償の概要等」をご確認ください。
例えば… ・クルマにはねられたときのケガ  ・駅の改札口に入ってから出るまでのケガ

［交通事故傷害危険のみ補償特約セット］

ケガで死亡されたり後遺障害が生じた場合に、保険金をお支払いします。

ケガで入院＊1されたり手術＊2を受けられた場合に、保険金をお支払いします。
＊1　事故の日から１８０日を経過した後の入院に対してはお支払いできません。また、１事故について１８０日を限度とします。
＊2　事故の日から１８０日以内に受けた手術に限ります。また、傷の処置や抜歯等お支払いの対象外の手術があります。

ケガで通院された場合に、保険金をお支払いします。
※事故の日から１８０日を経過した後の通院に対してはお支払いできません。また、１事故について９０日を限度とします。

入院・手術

通院

死亡・後遺障害

※保険金をお支払いする主な場合、保険金をお支払いしない主な場合については、後記「補償の概要等」をご確認ください。

［本人型］型

タイプ名

加入限度口数

死亡・後遺障害保険金額
入院保険金日額＊2（1日あたり）
通院保険金日額（1日あたり）

保険料（月払）

F2タイプ

1口

1,530円

F1タイプ

1口

200万円
3,000円
1,000円

500万円
5,000円
2,000円

1,000万円
6,000円
4,000円

740円

F3タイプ

1口

2,740円

型

タイプ名

加入限度口数

死亡・後遺障害保険金額
入院保険金日額＊2（1日あたり）
通院保険金日額（1日あたり）
死亡・後遺障害保険金額

入院保険金日額＊2（1日あたり）
通院保険金日額（1日あたり）

死亡・後遺障害保険金額
入院保険金日額＊2（1日あたり）
通院保険金日額（1日あたり）

ご本人

配偶者

ご親族

保険料（月払）

KBタイプ

1口

3,150円

KAタイプ

1口

100万円
1,500円
1,000円

100万円
1,500円
1,000円

100万円
1,500円
1,000円

200万円
3,000円
1,500円

200万円
3,000円
1,500円

350万円
5,000円
2,000円

350万円
5,000円
2,000円

200万円
3,000円
1,500円

350万円
5,000円
2,000円

1,830円

KCタイプ

1口

4,810円

［家族型］

型

タイプ名

加入限度口数

死亡・後遺障害保険金額
入院保険金日額＊2（1日あたり）
通院保険金日額（1日あたり）
死亡・後遺障害保険金額

入院保険金日額＊2（1日あたり）
通院保険金日額（1日あたり）

死亡・後遺障害保険金額
入院保険金日額＊2（1日あたり）
通院保険金日額（1日あたり）

ご本人

配偶者

ご親族

保険料（月払）

3,000万円
6,000円
3,000円

FKAタイプ

1口

1,000万円
2,000円
1,000円

1,000万円
2,000円
1,000円

1,000万円
2,000円
1,000円

1,290円

3,000万円
6,000円
3,000円

3,000万円
6,000円
3,000円

FKCタイプ

1口

3,860円

FKBタイプ

1口

2,570円

2,000万円
4,000円
2,000円

2,000万円
4,000円
2,000円

2,000万円
4,000円
2,000円

［家族型］

KS1タイプ

1口

780円

1,500万円
3,000円
2,000円

［本人型］

＊1　（１）日常生活全般プランの保険料は、保険の対象となる方ご本人の職種級別によって異なります。上記保険料は職種級別Ａ（事務従事者、小・中学校の教員、弁護
士、公認会計士、税理士、理容師、美容師、調理人、販売員等、職種級別Ｂ以外）の方を対象としたものです。職種級別Ｂ（自動車運転者、建設作業者、農林業作業者、
漁業作業者、採鉱・採石作業者、木・竹・草・つる製品製造作業者）の方は、パンフレット等記載のお問い合わせ先までご連絡ください。 なお、家族型の場合、保険の
対象となる方ご本人が職種級別Ｂに該当するときは、他の方を保険の対象となる方ご本人とすることにより、保険料が安くなることがありますので、詳しくはパンフ
レット等記載のお問い合わせ先までご連絡ください。

＊2　手術保険金のお支払い額は、入院保険金日額の１０倍（入院中の手術）または５倍（入院中以外の手術）となります。 傷の処置や抜歯等お支払いの対象外の手術が
あります。 

特定感染症 ○

特定感染症 ○

おすすめ!
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さまざまな病気に対する万が一の備えに

日帰りの入院から補償!
先進医療に関する補償も充実!（補償充実プランのみ）

三大疾病・成人病も補償可能!（補償充実プランのみ）
疾病・傷害入院保険金 疾病・傷害手術保険金 放射線治療保険金 総合先進医療保険金

15％
団体契約のため

割安です
団体割引15％を適用しています

「充実の補償」と「団体割引適用により割安な保険料」でみなさまをサポート!

病気やケガで入院したとき

病気やケガで手術＊1をしたとき 病気やケガで
放射線治療を受けたとき

病気やケガで
先進医療を受けたとき＊1 傷の処置、切開術（皮膚、鼓膜）、抜歯等お支払いの

対象外の手術があります。また、時期を同じくして＊2

２種類以上の手術を受けた場合には、いずれか１種
類の手術についてのみ保険金をお支払いします。

＊2 「時期を同じくして」とは「手術室に入ってから出るま
で」をいいます。

※対象となる先進医療について
は後記「補償の概要等」をご確
認ください。

※血液照射を除きます。複数回受けた
場合は、施術の開始日から、60日の
間に1回の支払を限度とします。

※１回の入院について180日を限度
とします。

特　長

保険金額

保険料

保険期間：１年間、団体割引：15％　※ご加入口数は１口のみです。

型

性別

プラン

放射線治療保険金額

傷害入院保険金日額（１日あたり）

成人病手術保険金額

重大手術＊1

入院中

入院中以外
上記以外
の手術

疾病手術
保険金額

重大手術＊1

入院中

入院中以外

入院中

入院中以外

上記以外
の手術

傷害手術
保険金額

成人病放射線治療保険金額

特定疾患保険金額

退院後通院保険金日額（１日あたり）

総合先進医療基本保険金額

総合先進医療一時金額

三大疾病・重度傷害一時金額

成人病入院保険金日額（１日あたり）

男性・女性共通

10,000円

40万円

10万円

5万円

10万円

10,000円

40万円

10万円

5万円

基本プラン
S10タイプ
10,000円コース

5,000円

20万円

5万円

2.5万円

5万円

5,000円

20万円

5万円

2.5万円

S5タイプ
5,000円コース

10,000円

40万円

10万円

5万円

10万円

10,000円

40万円

10万円

5万円

5,000円

600万円

10万円

100万円

10,000円

10万円

5万円

10万円

30万円

SS10タイプ
10,000円コース

5,000円

20万円

5万円

2.5万円

5万円

5,000円

20万円

5万円

2.5万円

2,500円

300万円

10万円

50万円

5,000円

5万円

2.5万円

5万円

15万円

SS5タイプ
5,000円コース

補償充実プラン

［本人型］

タイプ名

疾病入院保険金日額（１日あたり）

1,140円

1,070円

1,200円

1,550円

1,620円

1,690円

1,800円

2,010円

2,550円

3,210円

4,340円

6,140円

8,250円

11,210円

14,230円

18,060円

19,000円

580円

540円

610円

780円

820円

850円

910円

1,010円

1,280円

1,610円

2,180円

3,070円

4,130円

5,610円

7,120円

9,040円

9,510円

2,150円

2,070円

2,230円

2,620円

2,790円

2,950円

3,310円

3,910円

5,180円

7,020円

9,720円

13,640円

19,090円

26,170円

33,140円

40,830円

46,530円

1,100円

1,060円

1,140円

1,330円

1,420円

1,500円

1,670円

1,970円

2,610円

3,520円

4,880円

6,820円

9,560円

13,100円

16,580円

20,430円

23,280円

５～９歳

１０～１４歳

１５～１９歳

２０～２４歳

２５～２９歳

３０～３４歳

３５～３９歳

４０～４４歳

４５～４９歳

５０～５４歳

５５～５９歳

６０～６４歳

６５～６９歳

7０～7４歳

7５～7９歳

8０～8４歳

8５～8９歳

保
険
料（
月
払
）

型

性別

プラン
男性・女性共通

基本プラン
S10タイプ
10,000円コース

S5タイプ
5,000円コース

SS10タイプ
10,000円コース

SS5タイプ
5,000円コース

補償充実プラン

［本人型］

タイプ名

※保険料は、保険の対象となる方ご本人の年齢（団体契約の始期日時点の年齢をいいます。）によって異なります。
※保険の対象となる方ご本人としてご加入いただける方は、年齢（団体契約の始期日時点の年齢をいいます。）が満5歳以上満89歳以下の方に限ります。
＊1　対象となる重大手術については、後記「補償の概要等」をご確認ください。

1 年更新型

正式名称：団体総合生活保険　　引受保険会社：東京海上日動火災保険株式会社
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さらに

だから

もしもの病気のリスクに備えて「医療補償」があると安心です。

【出典】「平成29年患者調査」（厚生労働省）をもとに当社にて作成

病気によっては入院期間が長くかかります。

入院や手術を補償する
　　　　　「医療補償」だと安心です。

※治療費・食事代・差額ベッド代に加え、交通費（見舞いに来る家族の交通
費も含みます。）や衣類、日用品費などを含みます。

※高額療養費制度を利用した場合は利用後の金額となります。
【出典】（公財）生命保険文化センター「令和元年度　生活保障に関する調査」

入院費って
いくらぐらい
かかるの？

5,000～
7,000円未満

7.6％
7,000～
10,000円未満

11.1％

10,000～
15,000円未満

24.2％
15,000～
20,000円未満

9.0％

20,000～
30,000円未満

12.8％

30,000～
40,000円未満

8.7％

入院時の1日あたりの自己負担費用
退院患者平均在院日数

胃
が
ん

結
腸・直
腸
の
が
ん

気
管・気
管
支・

肺
の
が
ん

脳
血
管
疾
患

高
血
圧
性
疾
患

糖
尿
病

骨
折肺

炎平均
23,300円

5,000円未満
10.6％

40,000円以上
16.0％

19.2 15.7 16.3
33.3 33.7

78.2

27.3 37.2

［集計ベース：過去5年間に入院し、自己負担費用を支払った人
（高額療養費制度を利用した人および利用しなかった人（適用外含む））］



＊1  がんの診断確定は、病理組織学的所見により、医師等によって診断されることを要します。
＊2  2回目以降の受け取りには条件があります(最終診断確定日から1年以内はお支払できない等)。詳細はパンフレットP.17記載の「団体総合生活保険　補償の概要等」をご参照ください。

150万円プラン G15 300万円プラン G30 Ｓ1（男性）  SF1（女性）お支払いする保険金の種類

型

診断保険金

入院保険金日額

手術保険金

がんと診断確定されたとき＊1、
入院の有無に関わらず一時金として
がんで入院（日帰り入院も含む）されたとき
入院1日目から1日につき
がんで手術を受けられたとき
手術の種類に応じて1回につき＊2

210円
320円
240円
160円
300円
600円
870円
1,260円
1,810円
2,660円
4,130円
6,190円
8,570円
10,850円
13,080円
15,290円
17,230円

420円
630円
470円
320円
620円
1,200円
1,730円
2,530円
3,620円
5,310円
8,270円
12,380円
17,150円
21,700円
26,160円
30,560円
34,470円

●男女一律の保険料となります

130円
200円
150円
70円
160円
260円
370円
550円
770円
1,250円
1,950円
2,840円
3,790円
4,710円
5,680円
6,670円
7,620円

＊1 がんの診断確定は、病理組織学的所見により、医師等によって診断されることを要します。
＊2 時期を同じくして＊3 ２種類以上の手術を受けた場合には、倍率の最も高い手術についてのみ保険金をお支払いします。
＊3 「時期を同じくして」とは「手術室に入ってから出るまで」をいいます。
※保険料は、保険の対象となる方ご本人の年齢（団体契約の始期日時点の満年齢をいいます。）によって異なります。
※保険金をお支払いする主な場合については、後記「補償の概要等」をご確認ください。
※保険の対象となる方ご本人としてご加入いただける方は、年齢（団体契約の始期日時点の年齢をいいます。）が満5歳以上満89歳以下の方に限ります。

40･20･10倍入院保険金日額の

＊1 がんの診断確定は、病理組織学的所見により、医師等によって診断されることを要します。
＊2 時期を同じくして＊3 ２種類以上の手術を受けた場合には、倍率の最も高い手術についてのみ保険金をお支払いします。
＊3 「時期を同じくして」とは「手術室に入ってから出るまで」をいいます。
＊4 1回の継続入院の原因となったがんの治療のための通院について45日を限度とします。
※保険料は、保険の対象となる方ご本人の年齢（団体契約の始期日時点の満年齢をいいます。）によって異なります。
※保険金をお支払いする主な場合については、後記「補償の概要等」をご確認ください。
※保険の対象となる方ご本人としてご加入いただける方は、年齢（団体契約の始期日時点の年齢をいいます。）が満5歳以上満89歳以下の方に限ります。

診 断 保 険 金

入院保険金日額

手 術 保 険 金

通院保険金日額

女性特定手術保険金

150万円コース F15 300万円コース F30お支払いする保険金の種類
がんと診断確定されたとき＊1、
入院の有無に関わらず一時金として
がんで入院（日帰り入院も含む）されたとき
入院1日目から1日につき
がんで手術を受けられたとき
手術の種類に応じて1回につき＊2

がんで20日以上継続入院し、その前後に
通院したとき１日につき＊4

がんで乳房切除術等、所定の手術をした
とき

診 断 保 険 金

入院保険金日額

手 術 保 険 金

通院保険金日額

特定手術保険金

150万円コース M15 300万円コース M30お支払いする保険金の種類
がんと診断確定されたとき＊1、
入院の有無に関わらず一時金として
がんで入院（日帰り入院も含む）されたとき
入院1日目から1日につき
がんで手術を受けられたとき
手術の種類に応じて1回につき＊2

がんで20日以上継続入院し、その前後に
通院したとき１日につき＊4

がんで胃全摘除術、片側肺全摘除術等、
所定の手術をしたとき

女性専用特約をご用意しました

がんと診断確定＊1されたとき一時金が受け取れます。
再発や転移など、2回目以降の診断確定でも受け取れます＊2。

団体割引15％を適用しており、手軽な掛金で
ご加入いただけます。

特　長

基本プラン

補償充実プラン

女性限定 補償充実プラン

15％
団体契約のため

割安です
団体割引15％を適用しています

150万円

何日でも 10,000円

40･20･10倍入院保険金日額の

300万円

何日でも 20,000円

診断保険金 診断保険金

100万円

一時金限定プラン

５～９歳
１０～１４歳
１５～１９歳
２０～２４歳
２５～２９歳
３０～３４歳
３５～３９歳
４０～４４歳
４５～４９歳
５０～５４歳
５５～５９歳
６０～６４歳
６５～６９歳
7０～7４歳
7５～7９歳
8０～8４歳
8５～8９歳

保
険
の
対
象
と
な
る
方（
被
保
険
者
）年
齢

（
２
０
２
３
年
1
月
1
日
の
満
年
齢
）

保険料 保険料 保険料〔保険期間：１年間〕

40･20･10倍入院保険金日額の

150万円

50万円

7,500円

何日でも 10,000円

40･20･10倍入院保険金日額の

300万円

100万円

15,000円

何日でも 20,000円

40･20･10倍入院保険金日額の

300万円

100万円

1日 15,000円

何日でも 20,000円

40･20･10倍入院保険金日額の

150万円

50万円

1日 7,500円

何日でも 10,000円

230円
340円
260円
190円
340円
660円
970円
1,420円
2,040円
3,000円
4,630円
6,960円
9,520円
12,040円
14,400円
16,640円
18,580円

450円
660円
510円
380円
700円
1,330円
1,930円
2,850円
4,080円
5,980円
9,270円
13,920円
19,050円
24,080円
28,780円
33,270円
37,180円

５～９歳
１０～１４歳
１５～１９歳
２０～２４歳
２５～２９歳
３０～３４歳
３５～３９歳
４０～４４歳
４５～４９歳
５０～５４歳
５５～５９歳
６０～６４歳
６５～６９歳
7０～7４歳
7５～7９歳
8０～8４歳
8５～8９歳

保
険
の
対
象
と
な
る
方（
被
保
険
者
）年
齢

（
２
０
２
３
年
1
月
1
日
の
満
年
齢
）

保険料 保険料〔保険期間：１年間〕

230円
340円
260円
200円
380円
730円
1,080円
1,570円
2,230円
3,190円
4,810円
7,050円
9,490円
11,890円
14,140円
16,340円
18,280円

450円
660円
510円
400円
780円
1,480円
2,160円
3,160円
4,470円
6,370円
9,620円
14,100円
19,000円
23,790円
28,280円
32,680円
36,590円

５～９歳
１０～１４歳
１５～１９歳
２０～２４歳
２５～２９歳
３０～３４歳
３５～３９歳
４０～４４歳
４５～４９歳
５０～５４歳
５５～５９歳
６０～６４歳
６５～６９歳
7０～7４歳
7５～7９歳
8０～8４歳
8５～8９歳

保
険
の
対
象
と
な
る
方（
被
保
険
者
）年
齢

（
２
０
２
３
年
1
月
1
日
の
満
年
齢
）

保険料 保険料〔保険期間：１年間〕

1 年更新型

正式名称：団体総合生活保険　　引受保険会社：東京海上日動火災保険株式会社

［本人型］

型 ［本人型］

型 ［本人型］

保険期間：１年間、団体割引：15％　※ご加入口数は1口のみです。

傷
害
補
償

医
療
補
償

が
ん
補
償

介
護
補
償

所
得
補
償

オ
プ
シ
ョ
ン

保
険
の
概
要

1

年

更

新

型
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4　校
／

5　校
／



超高齢社会における介護リスクに備え、補償をご提供します！

介護に必要な初期費用に備えられます！

公的介護保険制度に基づく要介護２以上の認定を受けた場合に加え、
東京海上日動所定の要介護状態（要介護２用）＊1と診断され、
その状態が90日を超えて継続した場合に一時金をお支払いします！

介護補償のみでご加入が可能！
構成員のご両親だけでなく、
ご本人・ご家族の加入が可能！

特　長

保険金額と保険料

公的介護保険制度とは

独自基準追加型とは

※保険料は、保険の対象となる方ご本人の年齢（保険期間の開始時
=2023年1月1日における満年齢）によって異なります。
※保険の対象となる方ご本人としてご加入いただける方は、年齢が
満5歳以上満84歳以下の方に限ります。
保険金をお支払いする主な場合、保険金をお支払いしない主な
場合については、後記「補償の概要等」をご確認ください。
介護保険の保険金請求は一度のみで、保険金請求後は補償が
無くなり、保険料の払込も終了します。再加入頂くことも出来ま
せんので、ご了承ください。

10円
10円
10円
10円
10円
10円
20円
50円
90円
190円
390円
810円
1,700円
3,560円
7,790円
17,950円

介護補償
保険金額 300万円

KA3タイプ名

型
補償の型

５～９歳
１０～１４歳
１５～１９歳
２０～２４歳
２５～２９歳
３０～３４歳
３５～３９歳
４０～４４歳
４５～４９歳
５０～５４歳
５５～５９歳
６０～６４歳
６５～６９歳
７０～７４歳
７５～７９歳
８０～８４歳

＊1 公的医療保険（国民健康保険・被用者保険）の加入者である必要があります。

［公的介護保険制度の概要］

状態区分

非該当（自立）

要支援
1

要介護

状態像
歩行や起き上がりなどの日常生活上の基本的動作を自分で行うことが可能であり、かつ薬の内
服、電話の利用などの手段的日常生活動作を行う能力もある状態。
日常生活上の基本的動作については、ほぼ自分で行うことが可能であるが、日常生活動作の介助や現在の状態の悪化
の防止により要介護状態となることの予防に資するよう、手段的日常生活動作について何らかの支援を要する状態。

2 要支援1の状態から、手段的日常生活動作を行う能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要となる状態の人
で、部分的な介護が必要な状態にあるが、予防給付の利用により、現状維持及び状態改善が見込まれる状態。

1
要支援2の状態から手段的日常生活動作を行う能力がさらに低下し、部分的な介護が必要となる状態の人で、心身
の状態が安定していない状態や認知機能の障害等により予防給付の利用について適切な理解が困難である状態。

2 要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態。

3 要介護2の状態と比較して、日常生活動作及び手段的日常生活動作の両方の観点からも著しく
低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態。

4 要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態。

5 要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態。

公的介護保険制度とは、介護保険法に基づく社会保険制度をいい、40歳以上の国民は全員加入し介護保険料を支払う
義務があります。これにより、40歳以上の方が介護が必要になった時に所定の介護サービスを受けることができます。

［公的介護保険制度の被保険者（加入者）と受給要件］
公的介護保険制度における受給要件は、下表のとおり、年齢によって異なります。

［公的介護保険制度における要介護（要支援）状態区分について］
公的介護保険制度における要介護（要支援）状態区分は、下表のとおり、要支援および要介護に分けられて
おり、さらに、要支援は２つに、要介護は５つに分けられています。

年齢 39歳以下
被保険者 被保険者ではない

受給要件 対象外

40歳以上64歳以下＊1

第2号被保険者
65歳以上

第1号被保険者
要介護、要支援状態が、末期がん・関節
リウマチ等の加齢に起因する疾病（16 
種類の特定疾病）による場合に限定

原因を問わず以下の状態となったとき
● 要介護状態（寝たきり、認知症等で介護が必要な状態）
● 要支援状態（日常生活に支援が必要な状態）

これからのもしもに備えて

15％
団体契約のため

割安です
団体割引15％を適用しています

国の公的介護保険制度に基づく要介護状態の認定を受けた場合に加えて、別途、東京海上日動が独自に定めた所定の要介護状態
となった場合にも保険金をお支払いするものです。これは、公的介護保険制度の特徴を踏まえた補償であり、公的介護保険制度に
よる給付の対象外となってしまう「39歳以下の方」が要介護状態になった場合や、「加齢に起因する疾病（16種類の特定疾病）以外
の疾病・ケガ」により要介護状態になった場合についても、保険金をお支払いできるメリットがあります。 ［本人型］

独自基準追加型（要介護２）

保
険
料（
月
払
）

＊1 東京海上日動所定の要介護状態（要介護2用）については、後記「補償の概要等」をご確認ください。

保険期間：１年間、団体割引：15％　※ご加入口数は1口のみです。

病気やケガで働けなくなり、その期間が免責期間＊1（４日）を超えた
場合に、保険金をお支払いします。＊2

特　長

15％
団体契約のため

割安です
団体割引15％を適用しています

＊1 保険金をお支払いしない期間をいいます。
＊2 骨髄移植を目的とする骨髄採取手術により入院し働けなくなった場合についても、保険金をお支払いします。

病気やケガで死亡し、親族が葬祭費用を負担したときに、保険金を
お支払いします。

保険金のお支払い方法

保険金額・保険料

※実際に負担した費用の範囲内で、保険金額を限度にお支払いします。

免責期間

保険金支払対象期間（就業不能期間）

お支払いする保険金

保
険
の
対
象
と
な
る
方（
被
保
険
者
）年
齢

 

（
２
０
２
３
年
1
月
1
日
の
満
年
齢
）

Ａさん（35歳）は病気で3月28日から7月15日まで
入院し、その後9月15日まで自宅で療養しました。
この場合お受け取りいただく保険金は？

働けない
期間

免責期間

保険金支払
対象期間

（就業不能期間）

1
月

2
月

3
月

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

10
月

11
月

12
月

保険期間

病気・入院 退院・
自宅療養

復職

・職業 ： 一般事務従事者
・平均月間所得額 ： 40万円
・所得補償保険金額 ： 20万円
・てん補期間 ： 1年間
・免責期間 ： 4日

3月28日～3月31日（4日間）

4月1日～8月31日までの5か月間と
9月1日～15日までの15日間の合計

（20万円×5か月）＋（20万円×15日／30日）
 ＝110万円

※保険金額は、平均月間所得額＊2の範囲内、かつ、加入限度口数以
下で設定してください。

※保険料は保険の対象となる方のお仕事の内容や年齢（団体契約の
始期日時点の満年齢をいいます。）によって異なります。左記保険
料は、基本級別１級（一般事務従事者等）の方を対象としたもので
す。それ以外の方は、パンフレット等記載のお問い合わせ先までお
問い合わせください。

※保険の対象となる方ご本人としてご加入いただける方は、年齢が
満15歳以上満69歳以下の方に限ります。

＊1 保険金をお支払いする１事故あたりの限度期間をいいます。
＊2 直前12か月における保険の対象となる方の所得＊3の平均月額

をいいます。
＊3 「加入依頼書等に記載の職業・職務によって得られる給与所得・

事業所得・雑所得の総収入金額」から「就業不能の発生にかかわ
らず得られる収入」および「就業不能により支出を免れる金額」を
控除したものをいいます。

※保険金をお支払いする主な場合、保険金をお支払いしない主な場
合については、後記「補償の概要等」をご確認ください。

※1か月未満の就業不能期間については1か月を30日として日割計算で保険
金をお支払いします。

【例 免責期間4日間のタイプにご加入の場合】

下記は、東京海上日動が作成した架空の事故例であり、過去に実際に発生したものではありません。

3月28日から

3月28日から

4月1日から

9月15日まで

3月31日まで

9月15日まで

入院はもちろん自宅療養もカバーします!!

（基本プラン・１口あたり）
【保険期間：１年間、団体割引：15％】

［本人型］型
タイプ名

職種
てん補期間＊1

加入限度口数
所得補償保険金額（月額）

葬祭費用保険金額（限度額）
15～19歳
20～24歳
25～29歳
30～34歳
35～39歳
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳
60～64歳
65～69歳

SH10タイプ
一般事務従事者（基本級別1級）

1年
10口
10万円
30万円
550円

790円

880円

1,080円

1,320円

1,660円

2,010円

2,360円

2,600円

2,880円

4,300円

所得補償

葬祭費用
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1
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型

初　校
7／28

2　校
9／27

3　校
9／28

4　校
／

5　校
／



個人賠償責任
賠償責任に関する補償

※国内での事故（訴訟が国外の裁判所に提起された場合等を除きます。）に限り、
　示談交渉は原則として東京海上日動が行います。
例えば… ・買い物中、誤って商品を壊してしまった。
　　 　　・自転車を運転中、誤って歩行者と接触し、ケガをさせた。

保険金額・保険料
保険期間：１年間、団体割引：15％　※ご加入口数は１口のみです。

［家族型］型
タイプ名
保険金額

保険料（月払）

B1タイプ
国内：１億円・国外：１億円

170円

15％
団体契約のため

割安です
団体割引15％を適用しています

携行品

財産に関する補償

※自転車、サーフボード、携帯電話、ノート型パソコン、眼鏡、手形その他の
　有価証券（小切手は含みません。）、商品・製品や設備・什器（じゅうき）等は、
　補償の対象となりません。
例えば… ・旅行中、誤ってカメラを落として壊してしまった。
　　 　　・外出中、ハンドバッグをひったくられた。

保険金額・保険料
保険期間：１年間、団体割引：15％　※ご加入口数は１口のみです。

型
タイプ名

保険金額 免責金額（自己負担額）：5,000円

保険料（月払）

［本人型］
FK30タイプ
30万円

140円

［家族型］
PPタイプ
30万円

220円

ホールインワン・アルバトロス費用

費用に関する補償

例えば… ホールインワンを達成したため、記念品を購入し、同伴競技者に贈呈した。

※ホールインワンの証明として東京海上日動が求める証明書・映像等をご提出
　いただきます。

保険金額・保険料
保険期間：１年間、団体割引：15％　※ご加入口数は１口のみです。

［本人型］型
タイプ名
保険金額

保険料（月払）

FH30タイプ
30万円

260円

ホールインワン・アルバトロス費用にご加入の場合は、傷害補償、個人賠償責任、医療補償、
がん補償、所得補償、介護補償のいずれかにもご加入いただく必要があります。

※保険金をお支払いする主な場合、保険金をお支払いしない主な場合については、後記「補償の概要等」をご確認ください。

国内外において、日常生活で
他人にケガ等をさせたり、他人
の財物を壊してしまったとき
や、国内で他人から借りた物や
預かった物（受託品）＊1を国内
外で壊したり盗まれてしまっ
たとき等、法律上の損害賠償
責任を負った場合に保険金を
お支払いします。

国内外において、保険の対象
となる方が所有する家財のう
ち、一時的に持ち出された家
財、住宅外において携行中の
家財または住宅外で取得し住
宅に持ち帰るまでの間の家財
に損害が生じた場合に保険金
をお支払いします。

国内の９ホール以上を有する
ゴルフ場においてゴルフのプ
レー中にホールインワンまた
はアルバトロスを達成し、慣習
として達成のお祝いの費用等
を負担した場合に保険金をお
支払いします。

＊1 携帯電話、ノート型パソコン、自転車、コンタクトレンズ、眼鏡、1個または1組
で100万円を超える物等は、受託品に含みません。

弁護士費用等（人格権侵害等）
弁護士費用等に関する補償

例えば… ・自転車に轢かれ、大けがを負ったが、相手が保険に加入しておらず何も
　　　　　  対応してもらえないので、損害賠償請求したい。
　　 　　・電車内で痴漢＊1され、怖くて電車に乗れなくなってしまったため、相手に損害賠償請求したい。
　　 　　・子どもが学校で、所持品を隠される、無視される、SNS上で悪口を記載される等の
　　　　　  いじめを受け、不登校になった。どのように対処すべきか、弁護士に相談したい。

保険金額・保険料
保険期間：１年間、団体割引：15％　※ご加入口数は１口のみです。

［家族型］型
タイプ名
保険金額

保険料（月払）

B2タイプ
300万円

190円

国内において、急激かつ偶然な外来の
事故により他人からケガを負わされたり
物を壊された場合、または名誉・プライ
バシーの侵害、痴漢＊1・ストーカー行為・
いじめ・嫌がらせ＊2等により精神的苦痛
を被った場合＊3に、法律相談や相手との
交渉等を弁護士等に依頼することによ
り、弁護士費用または法律相談費用を負
担したときに保険金をお支払いします。

＊1 痴漢冤罪を証明するための弁護士費用等は対象外となります。
＊2 職場でのいじめ・嫌がらせについては保険金をお支払いしません。
＊3 警察へ提出した被害届や学校の相談窓口への届出等、その事実を客観的に証明できる場合にかぎります。

１．「保険の対象となる方（被保険者）ご本人＊1」としてご加入いただける方

２．保険の対象となる方（被保険者）の範囲

傷害補償、所得補償、医療補償、がん補償、介護補償、賠償・財産・費用に関する補償

サービスのご案内 
「日頃の様々な悩み」から「もしも」のときまでバックアップ！ 東京海上日動のサービス体制なら安心です。

※サービスの内容は変更・中止となる場合があります。 ※サービスのご利用にあたっては、グループ会社・提携会社の担当者が、「お名前」「ご連絡先」「団体名」等を確認させていただきますのでご了承願います。

※保険の対象となる方（被保険者）ご本人＊1について年齢＊3等の加入条件がある補償があります。詳細は「補償ラインナップ（基本補償）」の各ページをご確認ください。
＊1　加入依頼書等に「保険の対象となる方（被保険者）ご本人」として記載された方をいいます。　　＊2　個人賠償責任、携行品をいいます。
＊3　団体契約の始期日時点の年齢をいいます。

※保険の対象となる方の続柄は、傷害または損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
※個人賠償責任において、ご本人＊1が未成年者または保険の対象となる方が責任無能力者である場合は、未成年者または責任無能力者の親権者およびその他の法定の監督義務者等も保険の対象

となる方に含みます（未成年者または責任無能力者に関する事故に限ります。）。
＊1　加入依頼書等に「保険の対象となる方（被保険者）ご本人」として記載された方をいいます。

【「保険の対象となる方（被保険者）について」における用語の解説】
（１）配偶者：婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます（以下の要件を

すべて満たすことが書面等により確認できる場合に限ります。婚約とは異なります。）。 
①婚姻意思＊1を有すること　②同居により夫婦同様の共同生活を送っていること

（２）親　族：６親等以内の血族または３親等以内の姻族をいいます（配偶者を含みません。）。
（３）未　婚：これまでに婚姻歴がないことをいいます。
＊1　戸籍上の性別が同一の場合は夫婦同様の関係を将来にわたり継続する意思をいいます。

・ご相談のご利用は、保険期間中にご相談内容の事柄が発生しており、かつ現在に至るまで保険契約が継続している場合に限ります。
・ご相談の対象は、ご契約者、ご加入者および保険の対象となる方（法人は除きます。）、またはそれらの方の配偶者＊1・ご親族＊2の方（以下サービス対象者といいます。）のうち、いずれかの

方に日本国内で発生した身の回りの事象（事業活動等を除きます。）とし、サービス対象者からの直接の相談に限ります。
・一部の地域ではご利用いただけないサービスもあります。
・各サービスは、東京海上日動がグループ会社または提携会社を通じてご提供します。
メディカルアシスト、介護アシストの電話相談は医療行為を行うものではありません。また、ご案内した医療機関で受診された場合の費用はお客様のご負担となります。
＊1 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。婚約とは異なります。
＊2 6親等以内の血族または3親等以内の姻族をいいます。

提携の弁護士等が身の回りの法律や税金に関するご相談に電話でわかりやすくお応えします。また、ホームページを通じ
て、法律・税務に関するご相談を24時間電子メールで受け付け、弁護士等の専門家が電子メールでご回答します。
[ホームページアドレス] www.tokiomarine-nichido.co.jp/contractor/service/consul/input.html
※弁護士等のスケジュールとの関係でご回答までに数日かかる場合があります。

※本サービスは保険の対象となる方に限りご利用いただけます。
※職務遂行に関する精神的苦痛および職場における嫌がらせによる精神的苦痛は対象外です。
※いじめ・嫌がらせ・痴漢等相談ダイヤルは問題解決のご支援を行うための

もので、すべての問題解決を保証するものではありません。

公的年金等の社会保険について提携の社会保険労務士がわか
りやすく電話でご説明します。
※社会保険労務士のスケジュールとの関係でご回答までに数日かかる場合があります。

グルメ・レジャー情報・冠婚葬祭に関する
情報・各種スクール情報等、暮らしに役立
つ様々な情報を電話でご提供します。

メディカルアシスト

介護アシスト

お電話にて各種医療に関するご相談に応じます。
また、夜間の救急医療機関や最寄りの医療機関をご案内します。

●緊急医療相談
常駐の救急科の専門医および看護師が、緊
急医療相談に24時間お電話で対応します。

●医療機関案内
夜間・休日の受付を行っている救急病院や、旅
先での最寄りの医療機関等をご案内します。

●予約制専門医相談
様々な診療分野の専門医が、輪番予約制で専
門的な医療・健康電話相談をお受けします。

＊2 実際の転院移送費用は、お客様にご負
担いただきます。

＊1 予約制専門医相談は、事前予約が必要です（予約受付は、24時間365日）。

●がん専用相談窓口
がんに関する様々なお悩みに、経験豊富
な医師とメディカルソーシャルワーカーが
お応えします。●転院・患者移送手配＊2

転院されるとき、民間救急車や航空機特殊搭
乗手続き等、一連の手配の一切を承ります。

デイリーサポート

●法律・税務相談

●社会保険に関する相談

いじめや嫌がらせ等の被害に関する対応方法（加害者への損害賠償請求、弁護士からの文書
送付等）について弁護士に電話で相談できます。
※弁護士のスケジュールとの関係でご回答までに数日かかる場合があります。

【対象となる相談内容】 以下のいずれかの行為による精神的苦痛に対する相談を対象とします。
・いじめ　・嫌がらせ　・痴漢　・ストーカー行為　・自由、名誉、プライバシーまたは肖像権の侵害

●いじめ、嫌がらせ等に関する相談サービス
痴漢に遭われたときや痴漢と間違われたときに、駅のホームや駅員室等から、その
場での対応方法について弁護士に電話で相談できます。
なお、弁護士との接見および事故現場への駆けつけを行うものではありません。
※いざという場合にすぐに弁護士にご相談いただけるよう、携帯電話等にフリーダイヤ

ルの番号をご登録いただくことをおすすめします。

●痴漢被害・冤罪に関する緊急相談サービス

●暮らしの情報提供

情報サイト「介護情報ネットワーク」を通じて、介護の仕方や
介護保険制度等、介護に関する様々な情報をご提供します。
[ホームページアドレス] www.kaigonw.ne.jp

お電話にてご高齢の方の生活支援や介護に関するご相談に応じ、優待
条件でご利用いただける各種サービスをご紹介します。

いじめや嫌がらせ、痴漢に遭われたときや痴漢と間違われたとき等に、
対応方法について提携の弁護士にお電話にてご相談いただけます。

●電話介護相談 ●各種サービス優待紹介＊2

●インターネット介護情報サービス

ケアマネジャー・社会福祉士・看護師等が、公的介護保険制度の内容や
利用手続き、介護サービスの種類や特徴、介護施設の入所手続き、認
知症への対処法といった介護に関するご相談に電話でお応えします。
認知症のご不安に対しては、医師の監修を受けた「もの忘れ
チェックプログラム＊1」をご利用いただくことも可能です。
＊1 お電話でいくつかのアンケートにお答えいただき、その回答結果に

基づいて、受診のおすすめや専門医療機関のご案内等を行います。

「家事代行」「食事宅配」「リフォーム」「見守り・緊急
通報システム」「福祉機器」「有料老人ホーム・高齢
者住宅」「バリアフリー旅行」といったご高齢の方
の生活を支える各種サービスについて優待条件
でご利用いただける事業者をご紹介します。＊3
※お住まいの地域によってはご利用いただけなかっ

たり、優待を実施できないサービスもあります。
＊2 本サービスは、サービス対象者（「ご注

意ください」をご参照ください。）に限り
ご利用いただけます。

＊3 サービスのご利用にかかる費用につい
ては、お客様にご負担いただきます。

・法律相談
・税務相談

： 午前 10 時～午後 6 時
： 午後  2 時～午後 4 時

・社会保険に関する相談
・暮らしの情報提供

： 午前 10 時～午後 6 時
： 午前 10 時～午後 4 時

受　付　時　間：
いずれも
土日祝日、

年末年始を除く

法律・税務・社会保険に関するお電話でのご相談や毎日の暮らしに役立つ情報をご提供します。

・電話介護相談 ：午前9時～午後5時
・各種サービス優待紹介 ：午前9時～午後5時

受　付　時　間：
いずれも
土日祝日、

年末年始を除く

受　付　時　間＊1

:24 時間 365 日 0120-708-110 0120-285-110

・いじめ、嫌がらせ等に関する相談サービス：
  午前10時～午後6時

受 付 時 間：
いずれも
土日祝日、

年末年始を除く 0120-300-575
・痴漢被害・冤罪に関する緊急相談サービス：
  午前7時30分～午前9時30分／午後5時～午後10時

0120-106-670

0120-428-834

自動セット自動セット

自動セット

いじめ・嫌がらせ・痴漢等相談ダイヤル 自動セット

ご
注
意
く
だ
さ
い

（
各
サ
ー
ビ
ス
共
通
）

保険の対象となる方（被保険者）について

① 大阪学校生活協同組合の組合員（団体の構成員）

① ご本人＊1
② ご本人＊1の配偶者
③ ご本人＊1またはその配偶者の同居のご親族
④ ご本人＊1またはその配偶者の別居の未婚のお子様

保険の対象となる方（被保険者）の範囲は、基本補償ごとの「型」により以下のとおりとなります。
※基本補償により、選択可能な「型」が異なります。各補償のページをご確認ください。

② ①の方のご家族
配偶者、お子様、ご両親、ご兄弟

傷害補償本人型

○

○
○

○

○
×

○

○
○

家族型補償（本人型以外）
賠償・財産に関する補償＊2

①の方と同居されているご親族・使用人の方

○
－
－
－

本人型
○
○
○
○

家族型

【対象となる補償】弁護士費用等（人格権侵害等）にご加入いただいた場合

傷
害
補
償

医
療
補
償

が
ん
補
償

介
護
補
償

所
得
補
償

オ
プ
シ
ョ
ン

保
険
の
概
要

1

年

更

新

型

9 10

初　校
7／28

2　校
9／27

3　校
／

4　校
／

5　校
／




















